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2025 年 6 月 5 日 

調査レポート 

今月のグラフ（2025 年 6 月） 

再び拡大局面に入った賃金の地域間格差 
調査部 研究員 小林 啓介 

2025 年春闘では、人手不足や物価上昇等を背景に、2 年連続で高い賃上げ率が実現する見込みとなってい

る。他方で、賃上げ余力には企業規模によって差があることから、1990 年代半ば以降、賃上げ率には大企業と

中小企業の間で明確な差が生まれており、連合の集計（2025 年 5 月 2 日時点の第 5 回回答集計）によれば、

2025年も全体の賃上げ率の 5.32%に対し、300人未満の中小企業に限れば 4.93%にとどまっている（図表 1）。 

こうした大企業と中小企業の賃上げ率の差は小幅ではあるものの、大企業が三大都市圏に集中していることを

踏まえれば、賃金の地域間格差の拡大にもつながっている可能性がある。そこで、図表 2は厚生労働省「賃金構

造基本統計調査」を基に、男性一般労働者の直近 10 年間における賃金の推移について、三大都市圏とそれ以

外の地方圏の年収の差分を示したものである。 

まずコロナ禍前の動きに着目すると、三大都市圏と地方圏の間には 2014年時点で約 130万円の賃金格差が

生じており、その後も緩やかながら格差は拡大傾向で推移していることが分かる。しかし、コロナ禍で景気が悪化

すると、一転して三大都市圏と地方圏の賃金格差は縮小へ向かい、2021 年には約 120 万円まで小さくなった。

これは、コロナ禍で全国的に経済活動が停滞する中、大企業と中小企業との間で春闘の賃上げ率の差が小さか

ったこと、三大都市圏の方が大企業は多いもののコロナ禍で特に打撃を受けたサービス産業従事者の比率が高

いこともあって賞与（ボーナス）の減少幅が大きかったことなどから、40～50歳代を中心に三大都市圏と地方圏の

賃金格差が縮小したことを反映したものとみられる。 

もっとも、こうした格差縮小の動きは一時的な現象にとどまり、景気が回復へ向かう中で、直近 2024 年には三

大都市圏と地方圏の賃金格差はコロナ禍前の水準にまで戻っている。2024 年以降、大企業と中小企業間の賃

上げ率の差がコロナ禍前よりも広がっていることもあり、今後、賃金の地域間格差は再び拡大していく可能性が高

い。こうした賃金格差の拡大は若者を中心とした労働力人口が地方圏から三大都市圏へと流出する一因となるこ

とから、地域経済の担い手の減少に拍車が掛かり、地方圏では人手不足が一段と深刻化していく恐れがある。 
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図表 1 春闘の賃上げ率の推移 

 

（注） 平均賃金方式での賃上げ状況。中小企業は組合員 300人未満 

（出所）  日本労働組合総連合会「2025春季生活闘争 第 5回回答集計結果」を基に当社作成 

 

図表 2 三大都市圏と地方圏の賃金格差（男性労働者） 

  
（注 1） 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県を三大都市圏、

それ以外を地方圏として集計 

（注 2） 男性一般労働者の概算年収（きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額）について、三大都

市圏と地方圏との差分を表したもの 

（出所） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に当社作成 

5.32

4.93

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1990 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

総平均 うち中小企業

（賃上げ率、%）

（年）

110

120

130

140

150

160

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（万円）

（年）

賃金格差が拡大

格差縮小 格差再拡大



 

ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。 

（お問い合わせ）調査部   E-mail：chosa-report@murc.jp, 担当（小林（啓）） TEL：03-4334-6493 
3 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ご利用に際して －  

 本資料は、執筆時点で信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証

するものではありません。 

 また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。 

 本資料に基づくお客さまの決定、行為、およびその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お

客さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。 

 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所：三菱 UFJ
リサーチ&コンサルティングと明記してください。 

 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。 


